
療養担当規則等が定める掲示事項   星野皮膚科 

 

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行って

いる保険医療機関です。 

 

1． 明細書発行体制について 

当院は医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発

行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、

公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方にも無料で発行しております。 

明細書は、使用した薬剤の名称や検査の名称が記載されるものですので、その点を

ご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、

明細書の発行を希望されない方は、受付窓口にてその旨をお申し出ください。 

2． 東海北陸厚生局への届出事項 

医療DX推進体制整備加算 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

小児科外来診療料 

3． 基本診療料の施設基準が定める掲示事項 

・医療情報取得加算 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、診療情報を取得・活用するこ

とにより、質の高い医療の提供に努めます。正確な情報を取得・活用するために、マ

イナ保険証の利用にご協力をお願いします。 

・医療 DX推進体制整備加算 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、オンライン資格確認を利用し

て取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧できます。電子処方箋の発行につ

いては、現在準備中です。 

・一般名処方加算 

後発医薬品が存在する医薬品は、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般名

記載による処方箋を交付する場合があります。これにより、調剤薬局で後発医薬品を

受けとることができ、医薬品代を抑えることができます。 



4． 保険外負担に関する事項 

・長期収載品の処方 

長期収載品（特許が切れたり、再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持

つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されている先発医薬品）

を患者さん自身で希望した場合、後発医薬品との差額の一部が選定療養費として自己

負担になります。 

・予防接種 

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 8,400円 

シングリックス 21,600円 

※上記２種類の帯状疱疹ワクチンは、50歳以上の名古屋市民の方は半額助成 

があります。 

インフルエンザワクチン 大人 3,300円 

 中学生以下 2,800円 

 小学生以下の２回目 2,500円 

※インフルエンザワクチンは、小６、中３、高３、６５歳以上の名古屋市民の 

方は、助成があります。 

・文書料 

一般診断書 1,000円 

生命保険用診断書（簡単） 1,000円 

（詳細なもの） 3,000円 

自賠法関連診断書 3,000円 

自賠法関連明細書 1,000円 

特定疾患医療給付申請用診断書 1,000円 

領収証明書 500円 

カルテ開示手数料 1,000円 

 コピー１枚につき 50円 

 


